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介護給付適正化情報誌

● 掲 載 内 容

日頃より町田市の介護保険事業にご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。
介護給付費を過不足なく、皆さんに適正に給付していくために、町田市では介護給付の
適正化事業を行っております。
町田市の介護サービスの利用人数は約2万人となっており、行政の適正化事業だけでな
く、皆さん一人一人が適正なケアプランを作成していただくことこそが一番大切です。

～適正化の最前線はケアマネジャーの皆さんです！～

この「きゅうふさぷり」はそんなケアマネジャーの皆さんが適正なプランを作成する上で、
考え方の一助になればと思い、発行させていただきますので、ご一読のほどよろしくお願い
いたします。

発行のごあいさつ
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令和３年１０月に、居宅介護支援基準省令により、区分支給限度基準額の７割、かつ訪問介護の
割合がサービス費の総額の６割以上となるケアプランを作成した事業所は、届出が必要となりま
した。ケアプラン検証について理解を深めていきましょう！

制度の目的

対象の抽出要件

①区分支給限度基準額の利用割合が７割以上

②利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」

抽出要件①・②のどちらにもあてはまる居宅介護支援事業所のうち町田市で指定したものが対象となります。

介護保険最新情報
Ｖｏｌ．１００９も
確認しましょう！！

より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることので
きるケアプランの作成に資することを目的として、区分支給限度基準
額の利用割合が高く、かつ訪問介護の利用サービスの大部分を占める
等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、
点検・検証することになりました。ケアマネジャーの視点だけではな
く多職種で検討することで、必要に応じてケアプランの内容の再検討
を促すことを目的としています。
なお、この制度は、サービスの利用を制限するものではありません。

対象事業所の抽出
①.合計した事業所全体の区分支給限度基準額の利用割合が7割以上の事業所
②.①の内、サービスの利用割合の６割以上が「訪問介護サービス」の事業所

対象者の抽出
①.対象事業所の中で区分支給限度基準額の利用割合が7割以上のケアプラン
②.①の内、サービスの利用割合の６割以上が「訪問介護サービス」のケアプラン

対象事業所の抽出と対象者の抽出の２つを行っています。



届出の流れ

保険者（町田市） 居宅介護支援事業所

国保連からの提供データをもとに
対象事業所及び対象者を抽出

居宅介護支援事業所に届出書の作成を依頼
届出対象者一覧を併せて送付

届出書を作成し、ケアプランとともに
翌月末までに保険者に届出

届出書とケアプランの内容の整合性を確認、
訪問介護の必要性の確認

確認結果を居宅介護支援事業所に通知

届出書とケアプランの内容の整合性や訪問介護
の必要性を確認できなかったものが、引き続き
対象者として抽出される場合は、再度届出を行う。

場合によって、ケアマネジメント勉強会に事例を
提供

届出書とケアプランの内容の整合性を確認

届出をしたケアプランのほか、事業所内で同様・類似の
内容で作成しているケアプランについても見直しの再検
討を行いましょう。

届出書類・届出時期

●居宅サービス計画書（第１表～４表）

●ケアプラン検証における居宅サービス計画書等の届出書（町田市から送付）

【届出書類】

【届出時期】

●通知を受領した翌月末までに町田市に提出

※市から送付する届出対象者一覧に記載されている介護度別に１件ずつ届出が必要となります。

届出が必要な場合は、町田市から個別に事業所にご連絡いたします。

サービスを位置付ける理由を第三者が見ても
わかるように記録に残しましょう。



ＢＣＰ（業務継続計画）の策定が義務
づけられました。

令和3年度の制度改正にて、感染症や災害
が発生した場合であっても、必要な介護
サービスが継続的に提供できる体制を構築
する観点から、全ての介護サービス事業者
を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、
研修の実施、訓練（シュミレーション）の
実施等が義務づけられました。
（2024年3月までの経過措置期間あり）

なお、厚労省では、ＢＣＰの策定を支援す
るため、介護施設・事業所における業務継
続ガイドラインを作成しています。

厚労省ホームページ
＞政策について＞分野別の政策一覧
＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉
＞介護施設・事業所における業務継続計画
（ＢＣＰ）作成支援に関する研修

感染症対策の強化が義務づけられました。

令和3年度の制度改正にて、感染症の発生及び
まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練
（シュミレーション）の実施等が義務づけられ
ました。
（2024年3月までの経過措置期間あり）

高齢者虐待防止の推進が義務付けられました。

令和3年度の制度改正にて、利用者の人権の擁護、虐待の
防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する
ための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者
を定めた上で、「虐待の防止のための措置に関する事
項」を運営規程に追加することが義務付けられました。
（2024年3月までの経過措置期間あり）

なお、これに伴い運営規程を変更した場合は、いきいき
総務課施設整備係（２０２３年４月からは介護保険課給
付係）まで届出が必要です。

居宅介護支援事業所の管理者要件が
見直されました。

平成30年度の制度改正にて、業務管理
や人材育成の取組を促進する観点から、
主任ケアマネジャーを管理者にすること
が義務づけられました。

令和3年3月31日時点で、主任ケアマネ
ジャーでない者が管理者の事業所につい
ては、当該管理者が管理者である限り、
「管理者を主任ケアマネジャーとする要
件」の適用を令和9年3月31日まで猶予
しています。

業務管理や人材育成の観点から、経過措
置期間の終了を待たず、なるべく早めに
管理者として主任ケアマネジャーを配置
できるよう検討をお願いいたします。



＜編集・発行元＞
町田市役所介護保険課給付係 適正化担当
住所：町田市森野２－２－２２
電話：０４２ー７２４－４３６6


